




※「申請書作成支援ソフト」によりＸＭＬ文書で保存されている「申請情報」について，
下記の要領で「ＰＤＦファイル」に変換して下さい。

すべての申請に係るファイルにつ
いて，同様の作業を行い，申請情
報に相当する情報（ｐｄｆファイル）
を作成する。

５．申請情報に相当する情報の作成

「申請書作成支援ソフト」で作成した
申請情報のＸＭＬファイルは，指定し
たフォルダに保存されています。
ファイル名は，「ｅｘ1201.xml」です。

当該ファイルをＰＤＦファイルに変換してくださ
い。
※以下は「Adobe Acrobat」の例
「ファイル」→「印刷」と進み，「Adobe　PDF」を選択し，「印
刷」を押してください。

ファイル名は，「申請人等の氏名及び仮
申請情報に係る申請の順番」を記録して
ください。

（例）　法務太郎１.pdf



※２で作成した申請情報に相当する情報をメールフォームに添付して当該申請物件又は法人若しくは
会社の所在地を管轄する法務局・地方法務局の本局へ送信する。

法務局ホームページの「お知らせ」
（http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/tokubetusochikariuke.html）

６．申請情報に相当する情報のメール送信し

メールの件名は，登記所名，「不動産」又は「商業・法
人」の別，合計件数，申請人等の氏名及び連絡先電
話番号を上記の例により記録すること
(例）　府中　不２法務太郎０１２－３４５６－８９１０

本文は，空欄で差し支えありません。

「申請情報に相当する情報」（ＰＤＦファ
イル）を，添付して送信してください。な
お，２件以上の申請をメール仮受措置
に供する場合は，すべて１件のメール
に添付してください。

【お知らせ】

不動産登記及び商業・法人登記のオンラ イ ン申請（登記事項証明書の送付請求を 除く）をご利用の皆様へ

　 ただいま，法務省オンラ イ ン申請システムにおいて，オンラ イ ン申請の受信ができない状態となっております。

　 これより，不動産登記及び商業・法人登記の申請（登記事項証明書の送付請求を除く）につきまして，当該ページのメールフォ ームを利用して申請情報に相当する情報を 送信

することによる「メール仮受措置」を 開始いたします。

　当該特別措置は午後５時○○分までに各法務局・地方法務局の本局で確認された申請情報を 対象といたしますので，ご留意願います。



※翌々日中必着でメール仮受措置に係る申請の申請情報を管轄登記所に提出してください。

　 ただし，郵送の場合，翌日付けの消印がされており，更に速達郵便扱いとなっているものについては，

郵便事情による遅れを考慮いたします。

   その際，必ず書面を提出する方法で申請して下さい。仮にオンライン申請を行った場合や期限内に

申請情報が提出されなかった場合は，メール仮受措置による取扱いはしないこととなりますので

御留意願います。

※書面の提出方法は，管轄登記所に持参する方法又は送付する方法によってください。

※当該特別措置は，「申請情報を書面を提出する方法」によるものと取り扱われることとなりますので，

 オンライン申請の場合に適用となります租税特別措置法８４条の５の規定は適用 されませんので，

ご了承願います。

７．メール仮受措置に係る申請の申請情報の登記所への提出し

申請情報の記載例

「メール仮受措置」と朱書きして下さ
い。

登記の目的　所有権移転

原　　　　因　平成○○年○月○日売買

所　有　者　○○市○○町一丁目○○番○○号
(住民票コード１２３４５６７８９１０）
 法　務　太　郎
連絡先の電話番号　１２３－４５６－７８９０

メール仮受措置




